
改定生物多様性さっぽろビジョン（素案）の概要

１ 札幌市の生物多様性のこれまでと現状
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第１章 生物多様性さっぽろビジョン改定の背景

【ビジョンの目的と改定】

・生物多様性さっぽろビジョンは、2050年を展望した生物多様性
に関する取組の方向性を示す長期的な指針であり、体系的・総
合的な施策の推進を図ることとしている。

・策定から10年が経過し、これまでの生物多様性を取り巻く状況
の変化や現状を踏まえ、さらなる取組の推進を図るため改定す
ることとした。

【資料２】

【札幌市内の代表的な生態系】

○自然林、自然草原、高地の湿地
○二次林
○公園緑地
○防風林
○畑地、草地
○湿地
○河川
○河畔林 ▲円山原始林

・札幌市は、地勢、地形、気候やその成り立ちなどの諸条件から、元来、多様な生
態系や生物相が成立する条件を備えており、本州の都市に比べて、明治期以降、計
画的に開発が進められてきたため、南西部の山地や円山・藻岩山などの原生的な生

態系から、公園や農地などの人為的な生態系まで、質的・量的に多種多様な生態系が見
られる。
・その他、市域面積の６割以上が森林であり、法的な保全対象となっている面積が

多い。

２ 生物多様性に関する世界と日本の状況

・令和２年（2020年）までの国際目標であった愛知目標で掲げた20の個別目標につい
て、完全に達成できたものはないとの評価。
・令和４年（2022年）12月にカナダのモントリオールで開催された生物多様性条約第

15回締約国会議（COP15）第二部において、新たな国際目標として「昆明・モントリオー
ル生物多様性枠組」が採択された。この会議では、世界が一丸となって掲げる2050年
ビジョンとして、愛知目標から引き継いだ「自然と共生する世界」を打ち出している。

・国は、令和５年（2023年）３月31日に策定した「生物多様性国家戦略2023-2030」で
は、目指すべき長期目標（ビジョン）として『「2050年までに、生物多様性が評価され、
保全され、回復され、賢明に利用され、生態系サービスが維持され、健全な地球が維持され、

すべての人々にとって不可欠な利益がもたらされる」自然と共生する社会』を掲げている。
・長期目標を達成するための短期目標（ミッション）として、「2030年ネイチャーポジ
ティブ」の実現を掲げ、次の５つの基本戦略を定めて取り組むこととしています。

●基本戦略１ 生態系の健全性の回復
・2030年までに陸と海の30％以上を保全する30by30目標の達成に向け、保護地域に加え
てOECMによる保全の取組みを進める。

・生産活動を含む多様な目的での陸域や海域の利用において、生物多様性への負荷軽
減と質の向上を図る。

⇒気候変動等への強靱性にも寄与する生態系の健全性回復
●基本戦略２ 自然を活用した社会課題の解決
・自然の恵みを活かして気候変動緩和・適応、防災・減災、資源循環、地域経済の活

性化、人獣共通感染症、健康などの多様な社会課題の解決につなげる。
・野生鳥獣とのあつれき解消に向けた効果的・効率的な鳥獣管理を推進。

⇒人間の幸福と生物多様性保全の相乗効果をもたらす生態系の恵みを維持回復
●基本戦略３ ネイチャーポジティブ経済の実現
・政府と事業者等が連携し、事業活動と生物多様性・自然資本の関係の評価の方法を
確立。

・経済に係る制度・システムのあり方を見直し、事業活動による生物多様性・自然資本
への負荷を低減し、正の影響を増大させるための施策を実施。

⇒事業活動において自然資本を持続可能に利用する社会経済活動を拡大
●基本戦略４ 生活・消費活動における生物多様性の価値の認識と行動
・消費や使用を通じてサプライチェーンの一部を形成するとともに、事業者への働き

かけを通じた投資家や助言者としての側面を持つ個人・団体の役割の重要性を踏まえ、
新たな技術等を活用。
・現代に即したかたちで、かつての生活・消費活動と生物多様性の密接な関わりを取

り戻し、より深化させるための施策を実施。

⇒一人一人が自然資本を守り活かす社会経済活動を広げる
●基本戦略５ 生物多様性に係る取組を支える基盤整備と国際連携の推進
・生物多様性の評価のための基礎的な調査・モニタリングの充実や、利活用しやすい
情報の整備、取組の担い手確保等を進めるとともに、必要な法制上、財政上又は税制
上の措置その他の措置を講ずる。

・地球規模での生物多様性の保全への貢献のため、我が国の知見や経験を活かした国
際協力を推進。

⇒国内及び地球規模での生物多様性保全の取組全体の底上げ

▲生物多様性さっぽろビジョン

▲福移篠路湿原

【生物多様性国家戦略2023-2030】

出 典 ： 境 省
ホームページ
「30by30の概
要について」
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施策の柱 指標
平成23年度
（2011年度）

(基準値)

令和2年度
（2020年度）

目標値に
対する
達成状況

令和2年度
（2020年度）

(目標値)

理解する 生物多様性の理解度 33.1 35.1 60

協働する

生物多様性保全活動
に参加したり、取り組
んでいる市民・事業
者の割合

市民 5.0 3.3 10

事業者 40.4 53.6 60

継承する
主な生息・生育地に
おける指標種の生息
状況

- 指標種の
生息を確認

〇

生息し続けて
いること、
又は増えて
いること

活用する

自然と積極的に触れ
合っている市民の割
合

24.2 27.4 35

市民の地産地消や環
境配慮商品の利用促
進

地産
地消

65.7 67.2 75

環境配
慮商品

27.4 19.6 50

事業者の原材料調達
時の配慮の促進

30.0 52.2 〇 50

３ これまでの生物多様性さっぽろビジョンに基づく取組の進捗管理状況

４ 生物多様性さっぽろビジョン改定の目的

施策の柱１ 理解する

・普及啓発イベントの開催
・まちなか生物活動
・市民参加型生き物調査など

施策の柱２ 協働する

・生物多様性さっぽろ応援宣言
・活動拠点ネットワーク事業

など

施策の柱３ 継承する

・外来種対策
・札幌市版レッドリストの作成
・動植物データベースの運用
・自然環境調査など

施策の柱４ 活用する

・生物多様性さっぽろ実践
ハンドブック
・生き物観察会の実施など

2,192 1,464 2,675 1,897 
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市民参加型生き物調査 申込チーム数及び報告データ数

報告データ数（件）

申込チーム数（件）

▲カッコー先生公式Twitter

▲さっぽろ生き物ミニ図鑑

自然環境調査の実施
・令和元年度：植物
・令和２年度：哺乳類、鳥類、両生爬虫類

・令和３年度：魚類、底生動物
・令和４年度：昆虫

【進行管理の指標に関する進捗管理状況】

・ビジョン策定時より、ビジョンの進捗状況や社会情勢等を勘案して見直すこととし
ていた。
・改定された生物多様性国家戦略との整合をとる必要がある。

・これまでの施策や取組を通して認識した課題については、ビジョンの改定により解決
を図る必要がある。

１ 生態系、自然環境に関する課題

第２章 現状と課題

２ 市民生活、社会環境に関する課題

・開発、気候変動、外来種等による生態系への影響
・レッドリスト掲載種を含む動植物情報の不足

・野生動物とのあつれきの増加
・人口減少による保全活動の担い手不足の懸念
・生物多様性に関する理解度不足
・市民、企業等各主体による生物多様性への配慮不足
・農地面積の減少と耕作放棄地の割合の増加
・遺伝的攪乱に関する配慮が浸透していない
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第３章 ビジョンの位置づけ

１ 札幌市の生物多様性地域戦略としての位置づけ

２ 他の計画との関係性

北海道生物多様性保全計画 ※

生物多様性国家戦略2023-2030（令和5年（2023年）3月策定）

※生物多様性基本法第13条

に基づく生物多様性地域戦略

昆明・モントリオール生物多様性枠組（令和4年（2022年）12月決定）生物の多様性に関する条約

生物多様性基本法

生物多様性さっぽろビジョン ※

北海道生物の多様性の保全等に関する条例

札幌市環境基本条例

連携

第２次札幌市環境基本計画（2018-2030）

北海道環境基本計画[第２次計画] 北海道環境基本条例

第４章 理念
理念 「北の生き物と人が輝くまち さっぽろ」

・札幌の風土を生物多様性の視点から見つめ直し、生物多様性の保全に取り組みます。
・札幌が北海道や世界の生物多様性に与えている影響を認識し、生物多様性に配慮し

たライフスタイルを実践します。
・市民、事業者、活動団体など様々な立場の人々と連携・協働し、生物多様性を適切
かつ持続的に活用することで、まちづくりや社会経済活動の活性化に貢献します。

・以上の取り組みを通して、地域の魅力を再発見、創造し、北の生き物と人が輝くま
ち札幌を将来に引き継いでいきます。

第５章 目標年次及び対象区域

１ 目標年次

２ 対象区域

・目標年次は2050年とする。
・2030年頃を目途にビジョンの進捗状況や社会情勢などを勘案して見直しを行うこと
とし、2050年までの目標を達成するための2030年までの計画と進捗管理について本

ビジョンで示す。

・対象区域は札幌市内全域とし、市域だけで解決できない取組は周辺自治体との連携
を図る。
・周辺市町村との連携を深めながら、広域での取組について検討を行っていくため

「さっぽろ連携中枢都市圏ビジョン」 とも連動し、鳥獣被害の防止等のためヒグマ
その他鳥獣対策に関する広域的な取組などを行う。
・札幌市域を流れる河川の河口は、周辺市町村域となっていることから、河川生物の

保全等のため、必要に応じて連携した取組を行う。

・令和４年（2022年）12月に生物多様性条約第15回締約国会議（COP15）において、
愛知目標の後継であり、2030年までの目標を定めた「昆明・モントリオール生物多
様性枠組」が採択された。

・令和５年（2023年）３月には、生物多様性国家戦略2023-2030が策定された。
・本ビジョンでは「昆明・モントリオール生物多様性枠組」、「生物多様性国家戦略2023-
2030」の目標達成に貢献するよう努めることとする。

第６章 ゾーンの設定

１ ゾーン設定の考え方

札幌市域は広大で、地形的な変化に富むこと、概ね地勢に応じた人間活動の影響の
歴史があることなどにより、山地の原生的な環境から都市部の人為的な環境まで幅広
く多様な生態系が分布している。

このため、概ね地勢及び人間活動の影響（現況の都市計画区分）に応じて４つの
ゾーンを設定して、それらをつなぐ河川や緑地等の生態系とあわせて現状と課題を整
理し、方向性を示すこととする。

・山地ゾーン
・山麓ゾーン
・市街地ゾーン
・低地ゾーン
・各ゾーンをつなぐ河川、緑地



4

第７章 ゾーンごとの目標
１ 山地ゾーン
・在来の多様な生き物が生息する原生的な森林や湿地、自然草原が多く残され、市民生
活を支える水源が適切に保全されている。

・自然環境調査等により継続的に生物相の変化が確認され、管理者による必要な保全
がされている。

2 山麓ゾーン
・自然性の高い二次林が守り育てられて引き継がれている。
・森林浴や観察会など、多くの市民が生き物や土・水とふれあい、生物多様性の豊かさ

を五感で感じながら、自然観を養っている。
・耕作放棄地や農地周辺の森林等における対策により、野生鳥獣とのすみ分けがされ
ている。

3 市街地ゾーン
・都市公園や緑地では、市民参加型の生物調査、観察会、環境教育の場として活用さ
れるとともに、生物相が把握され多様な生物が保全されている。

・市民は、都市機能が維持された市街地において野生鳥獣と一定の距離を保ちつつ、
野鳥のさえずり、虫の声、並木や花の色彩・香りなどを通して、生活の中で多様な
生命の息吹を感じている。

4 低地ゾーン
・湿地林や防風林など、かつての石狩湿原や明治期を想起させる風景から、欧米的な
景観を想起させる公園や酪農、田園地帯まで幅広くさまざまな風景が保全・創出さ

れている。
・耕作放棄地や農地では野生鳥獣を誘引しない植生管理をすることで、野生鳥獣との
あつれきが減るとともに、農作物被害が低減されている。

5 各ゾーンをつなぐ河川、緑地
・河川では、河畔林による水温上昇の軽減や攪乱による種の更新など河川が持つ機能
が維持、回復され、上流から下流まで、渓谷、瀬、淵、水辺など変化に富んだ生態

系や良好な水環境が確保されている。
・連続化に伴う負の影響（侵略的外来種や遺伝的攪乱の拡大、野生鳥獣とのトラブル
など）が抑えられ、原生的な自然から人為的な環境まで、それぞれの地域固有の生

物多様性が損なわれることなくネットワークを形成している。

第８章 施策を進めるにあたっての基本方針

１ 様々な立場の人々と連携・協働して生物多様性の保全を進める
札幌の風土を生物多様性の視点から見つめ直し、市民、事業者、活動団体等、様々な

立場の人々が連携・協働して継続的に取り組み、生物多様性の保全を進める必要がある。

２ 生物多様性への理解を深め、将来に伝えていく
生物多様性の恵みや損失の身近な例を提示することで、市民一人一人の生物多様性へ

の理解を深め、具体的な行動につなげることで、地域の資源を再発見、創造し、魅力あ
る札幌を将来に引き継ぐ。

３ 札幌市は消費都市であることを認識し、札幌市、市民、企業、活動団体等は
積極的に地球規模で生物多様性に配慮した取組を行う
持続可能な都市を推進するためには、札幌市が消費都市として、世界中の資源を利用

しながら生活していること、それによって世界中の生物多様性に影響を与えていること

を認識し、生物多様性に配慮した取組やライフスタイルを実践することが重要。
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第９章 基本方針に基づく2050年までの目標、施策及び
2030年までの目標と進捗管理

１ 生物多様性保全に関する目標

２ 生物多様性の理解に関する目標

３ 生物多様性に配慮した行動の実践に関する目標

第10章 ビジョン推進の体制と役割分担

札幌市 市民 団体 企業

⑴ 札幌市版レッドリストの見直しと掲載種の保全事業の
検討・実施

◎ △ ◎ ○

⑵ 自然共生サイトを活用した保全地域の拡大 ○ △ ○ ◎

⑶ 外来種対策 ◎ ◎ ○ ◎

⑷ 野生鳥獣とのあつれき対策 ◎ ◎ ○ ○

⑸ 気候変動対策としての防災、減災につながる自然機
能の活用

◎ ○ ○ ◎

⑹ 生物調査の継続的な実施 ○ ○ ○ ○

⑺ 動植物データベースの活用 ◎ △ ◎ ○

札幌市 市民 団体 企業

⑴ 各種イベント等による啓発 ◎ ○ ○ ○

⑵ 施設における展示等による啓発 ◎ ○ ◎ ◎

⑶ 学校教育との連携事業、環境教育 ◎ ◎ ○ ○

⑷ 各種啓発ツールの活用及び情報発信 ○ ○ ○ ○

札幌市 市民 団体 企業

⑴ 各主体による行動実践 ◎ ◎ ◎ ◎

⑵ 企業、施設との連携事業 ◎ △ ◎ ◎

2030年目標 モニタリング方法

札幌市版レッドリストを改定し、代表的な種につ
いての保全実施計画を策定、保全活動を実施
している。

・レッドリストを改定し、保全実施計画を策定
・保全実施計画に基づき保全活動を進めてい
る種の割合（％）を確認

自然共生サイトの認定件数が10件に達し、維
持されている。

・自然共生サイトの認定件数を確認

自然共生サイトの対象となりうる土地が20件に
達している。

・自然共生サイトになりうる土地の件数を自然
共生サイト支援プログラムにより確認

優先的に防除を行う外来種リストを作成し、種
ごとの防除実施計画に基づいた対策を実施。

・防除リストの作成
・防除対象種毎に定めた目標（努力量に対する
捕獲数または、単純な捕獲数）を達成している
か確認

さっぽろヒグマ基本計画2023に基づく取組の
実施

・計画で設定する指標により確認

エゾシカの個体数管理に向けた実施計画を策
定し、計画に基づく個体数管理を実施。

・計画で設定する指標により確認

札幌市内の主要な生態系において、それぞれ
の環境の指標種が、健全に生息・生育している。

・自然環境調査、市民参加型調査等により、指
標種がそれぞれの環境に生息・生育しているこ
とを確認

2030年目標 モニタリング方法

市民参加事業（観察会、外来種駆除体験など）
の実施回数5回／年以上 実施回数の確認

学校教育と連携した取組の実施回数（出前講
座を含む）5回／年以上 実施回数の確認

Twitterによる情報発信件数50件／年度 Twitterによる情報発信件数の確認

2030年目標 モニタリング方法

生物多様性保全活動に参加、取り組んでいる
市民の割合７％以上

アンケート等により確認

市民参加型指標種調査参加人数2,000人／年
度以上を維持

参加人数の確認

原料調達などの際における生物多様性に配慮
した物品、サービスの購入をしている企業の割
合60％以上

企業アンケートにより確認

１ 生物多様性保全に関する目標

２ 生物多様性の理解に関する目標

３ 生物多様性に配慮した行動の実践に関する目標

生物多様性の保全を図り、その恩恵を将来の世代に引き継いでいくためには、あら
ゆる主体が担い手となって施策を進め、生物多様性への配慮行動を推進する必要があ
る。


